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○伊豆の国市児童生徒の就学援助に関する規則 

平成29年３月28日教育委員会規則第８号 

改正 

平成30年９月25日教委規則第８号 

令和元年７月30日教委規則第14号 

令和元年10月30日教委規則第７号 

伊豆の国市児童生徒の就学援助に関する規則 

（目的） 

第１条 この規則は、学校教育法（昭和22年法律第26号）第19条の規定に基づき、経済的理由によ

り就学が困難な児童生徒の保護者に対して、必要な援助（以下「就学援助」という。）を行うこ

とにより、当該児童生徒の福祉の向上を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 児童生徒 本市の区域内に住所を有する学校教育法第18条に規定する学齢児童及び学齢生

徒並びに学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）第９条の規定による本市が設置した小学校

及び中学校への就学の承諾を得た者をいう。 

(２) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。 

（就学援助の対象者） 

第３条 就学援助の対象となる者（以下「対象者」という。）は、次の各号のいずれかに該当する

児童生徒の保護者とする。 

(１) 生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第２項に規定する要保護者（以下「要保護者」

という。） 

(２) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者（以下「準要保護者」

という。） 

（就学援助の種類等） 

第４条 就学援助は、次に掲げる費用について、児童生徒１人につき１年度当たり市長が別に定め

る額（以下「就学援助費」という。）を支給して行う。 

(１) 児童生徒が通常必要とする学用品の購入に要する費用（以下「学用品費」という。） 

(２) 児童生徒が通常必要とする通学用品の購入に要する費用（以下「通学用品費」という。） 

(３) 児童生徒が校外活動（学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動（修学旅
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行を除く。）をいう。以下同じ。）のうち宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な交

通費及び見学料（以下「校外活動費（宿泊を伴わないもの）」という。） 

(４) 児童生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するために直接必要な交通費及び見学料

（以下「校外活動費（宿泊を伴うもの）」という。） 

(５) 児童生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費（片道の通学距

離が、小学校に在学する児童生徒にあっては３キロメートル以上、中学校に在学する児童生徒

にあっては５キロメートル以上の者について、その者が通学に利用する交通機関（旅客運賃を

徴して交通の用に供する軌道、索道、一般乗合自動車、船舶等をいう。）の旅客運賃をいう。）

（以下「通学費」という。） 

(６) 児童生徒が修学旅行に参加するために直接必要な交通費、宿泊料、見学料及び均一に負担

すべきこととなるその他の費用（以下「修学旅行費」という。） 

(７) 中学校の保健体育の授業の実施に必要な柔道着の購入に要する費用（以下「体育実技用具

費」という。） 

(８) 小学校又は中学校第１学年の児童生徒（第６条に規定する認定を当該年度の４月末までに

受けた者の児童生徒に限る。）の学用品費及び通学用品費（以下「新入学児童生徒学用品等費」

という。） 

(９) 学校給食法（昭和29年法律第160号）第11条第２項に規定する学校給食費であって保護者の

負担に要する費用（以下「給食費」という。） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める費用に係る就学

援助費の支給は行わない。 

(１) 生活保護法第12条の規定による生活扶助を受けている者 新入学児童生徒通学用品等費 

(２) 生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている者 学用品費、通学用品費、校外活

動費（宿泊を伴わないもの）、校外活動費（宿泊を伴うもの）、通学費、体育実技用具費及び

給食費 

３ 第１項の規定にかかわらず、就学援助費の支給が、金銭で支給することができないとき、金銭

で支給することが適当でないと認められるときその他就学援助の目的を達成するために必要があ

るときは、現物の支給によって行うものとする。 

（認定の申請） 

第５条 就学援助を受けようとする対象者（以下「申請者」という。）は、様式第１号による就学

援助資格認定申請書を当該申請に係る児童生徒の在学する学校の校長を経由して教育委員会に提
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出しなければならない。 

２ 前項の規定により申請書を経由する学校の校長は、同項の規定による申請書の提出があったと

きは、遅滞なく、様式第２号による就学援助児童生徒に係る世帯票を作成し、当該申請書に添付

して教育委員会に提出しなければならない。 

（認定） 

第６条 教育委員会は、前条第１項の申請書の提出があったときは、必要な調査及びその内容の審

査を行い、申請者に就学援助が必要であると認めるときは、その認定を行うものとする。 

２ 教育委員会は、前項の規定による認定の際、必要に応じて民生委員又は福祉事務所長の意見を

求めるものとする。 

３ 第１項の認定がなされた場合、その認定日は、教育委員会が認定の申請を受理した日の属する

月の翌月１日（４月中に受理した場合にあっては同月１日）とする。 

４ 第１項の認定に基づく認定期間は、前項に規定する認定日から当該年度の末日とする。 

（認定の通知） 

第７条 教育委員会は、前条第１項の規定により就学援助が必要であると認定したときは、その旨

を様式第３号による就学援助資格認定通知書により申請者に通知するものとする。 

２ 教育委員会は、就学援助が必要でないとしたときは、その旨を様式第４号による就学援助資格

認定却下通知書により申請者に通知するものとする。 

３ 教育委員会は、前２項の規定による通知をしたときは、様式第２号による就学援助児童生徒に

係る世帯票により当該通知に係る児童生徒の在学する学校の校長に通知するものとする。 

（異動の届出） 

第８条 第６条第１項に規定する認定（以下「認定」という。）を受けた者（以下「認定者」とい

う。）は、転出、辞退その他の理由により就学援助を受ける必要がなくなったときは、速やかに

その旨を当該認定に係る児童生徒の在学する学校の校長を経由して教育委員会に届け出なければ

ならない。 

（認定の取消し） 

第９条 教育委員会は、認定者が偽りその他不正の手段により認定を受けたと認めるとき又は就学

援助の必要がなくなったと認めるときは、当該認定者の認定を取り消さなければならない。 

（就学援助費の支給の申請） 

第10条 就学援助費の支給を受けようとする認定者は、様式第１号による就学援助費支給申請書を

当該認定者の認定に係る児童生徒の在学する学校の校長及び教育委員会を経由して市長に提出し
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なければならない。 

（就学援助費の支給の決定等） 

第11条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容の審査を行い、速やかに就学援助

費の支給を行うかどうかを決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により就学援助費の支給を行うことを決定したときは、その旨を様式第５

号による就学援助費支給決定通知書により認定者に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により就学援助費の支給を行わないことを決定したときは、その旨を様

式第６号による就学援助費支給却下通知書により認定者に通知するものとする。 

４ 市長は、前２項の規定による通知をしたときは、様式第７号による就学援助費支給決定結果通

知書により当該通知に係る児童生徒の在学する学校の校長に通知するものとする。 

（就学援助費の支給） 

第12条 市長は、前条第２項の規定による就学援助費の支給の決定（以下「支給決定」という。）

を受けた者（以下「支給決定者」という。）に対し、就学援助費を支給するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、支給決定に係る児童生徒の在学する学校の校長が就学援助費の受領

について支給決定者から委任された場合は、市長は、当該支給決定に係る児童生徒が在学する学

校の校長を通じて当該支給決定者に就学援助費を支給するものとする。 

３ 前項の規定により校長が就学援助費の受領を委任されたときは、当該校長は、様式第８号によ

る就学援助費個人支給明細書を作成し、教育委員会の当該就学援助費の支給についての確認を受

けなければならない。 

４ 就学援助費の支給期間は、４月１日に始まり翌年３月31日に終わるものとする。ただし、支給

期間の途中において第６条第１項の規定による認定がなされたときは、第６条第３項の規定によ

る認定日の属する月から支給を行うものとする。 

（就学援助費の支給決定の取消し） 

第13条 市長は、支給決定者が偽りその他不正の手段により就学援助費の支給を受けたと認めると

き又は就学援助費の支給の必要がなくなったと認めるときは、当該支給決定者の支給決定を取り

消すものとする。 

（就学援助費の返還） 

第14条 市長は、前条の規定により支給決定を取り消した場合において、既に就学援助費を支給し

ているときは、当該就学援助費の全部又は一部を返還させるものとする。 

（補則） 
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第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前になされた就学援助に関する処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則

の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成30年９月25日教委規則第８号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊豆の国市児童生徒の就学援助に関する規則の規定

は、平成30年４月１日から適用する。 

附 則（令和元年７月30日教委規則第14号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式により提出されている申請書等は、改

正後のそれぞれの規則の相当する様式により提出された申請書等とみなす。 

３ この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式により作成されている用紙は、当分の

間、調整して使用することができる。 

附 則（令和元年10月30日教委規則第７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和元年11月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前になされた就学援助に関する処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則

の相当規定によりなされたものとみなす。 
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様式第１号（第５条第１項、第10条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 
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様式第２号（第５条第２項、第７条第３項関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 
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様式第３号（第７条第１項関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 
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様式第４号（第７条第２項関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 
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様式第５号（第11条第２項関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 
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様式第６号（第11条第３項関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 
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様式第７号（第11条第４項関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 
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様式第８号（第12条第３項関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 

 


